
令和７年度弘前市持続可能な農業経営確立事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は、農業者団体等が地域農業の担い手の確保並びに農業経営の改善、発展及び高

度化を目的として行う事業を支援することにより、農業経営体の経営力の強化及び農業者

の健康増進に対する意識の向上を図り、もって持続可能な農業経営の確立に資するため、

令和７年度予算の範囲内において、弘前市持続可能な農業経営確立事業費補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、弘前市補助金等交付規

則（平成１８年弘前市規則第５７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 農業者等 市内に住所を有し農業を営む個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を

有し農業を営む法人をいう。 

(2) 農業者団体 農業者等で構成される団体であって、地域農業の経営改善、発展等に向

けた活動を行うものをいう。 

(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「基盤強化

法」という。）第１２条第１項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者等を

いう。 

(4) 認定新規就農者 基盤強化法第１４条の４第１項に規定する青年等就農計画の認定を

受けた農業者等をいう。 

(5) 新規就農者 令和２年４月１日以降に農業経営を開始した農業者等をいう。 

(6) 営農支援ソフト 農業者等が農業経営の高度化を目的として自ら使用する、農業会計

業務を行うための簿記機能、農業経営状況及び農作物生産状況の管理及び分析を行う機

能等農業経営を支援する機能を備えたソフトウェアをいう。ただし、農業経営以外の用

途（簿記機能を有するソフトウェアにあっては会計業務以外の用途）に容易に供される

ような汎用性の高いものを除く。 

(7) 補助事業 次に掲げる事業をいう。 

ア 研修会等事業 農業経営の改善及び発展を目的として行う、青色申告、労務管理、

安全衛生、先進技術、法人化等に係る研修会等を開催し、又は研修会等に参加する事

業をいう。 

イ 経営高度化事業 農業経営における収支適正化及び農作物の質の向上等を目的とし

て行う、営農支援ソフトの導入、土壌診断等を実施する事業をいう。 

ウ 求人情報発信事業 労働力又は新たな担い手の確保を目的として行う、ウェブサイ

ト又はアプリケーションへの求人情報（雇用期間が１年未満のものを除く。）の掲載

（令和７年度に新たに掲載しようとするものに限る。）、移住・就農イベントへの出

展等を実施する事業をいう。 

エ 販路開拓事業 農業経営の発展を目的として行う、自ら生産した農作物（その加工



品を含む。）を既存の販路となっている店舗等以外の店舗等において自ら販売し、又

は販売するためにウェブサイト等の開発・構築を実施する事業をいう。 

(8) 市税等 次に掲げる区分のとおりとする。 

ア 申請者が個人である場合 申請者に課税されている市県民税、固定資産税・都市計

画税及び軽自動車税（種別割）並びに賦課されている国民健康保険料、介護保険料及

び後期高齢者医療保険料 

イ 申請者が法人である場合 申請者に課税されている法人市民税、固定資産税・都市

計画税及び軽自動車税（種別割） 

（補助事業者及び補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）及び補助金の交付の

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表補助事業の欄に掲げる区分に

応じ、それぞれ補助事業者の欄及び補助対象経費の欄に定めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助事業者となることができない

ものとする。 

(1) 第２条第７号アからエまでに掲げる事業の区分のうち、補助金の交付を受けようとす

る事業と同一の区分に該当する事業について、本年度において既に市からこの要綱によ

る補助金の交付を受けたもの 

(2) 補助事業について市の他の補助金等又は国、県その他の機関から補助金等の交付を受

けたもの又は受けようとするもの 

(3) 認定農業者又は認定新規就農者であって、令和５年度及び令和６年度において納付す

べき市税等を滞納しているもの 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助事業者の区分に応じ当該各号に定める額

以内の額とする。 

(1) 令和７年４月１日から第９条第１項の実績報告書の提出の日までに研修会等事業

を実施した農業者団体であって、当該農業者団体を構成する者（当該者に含まれる

法人にあっては、当該法人の従業員）のうち研修会等に参加した者（以下「研修会

等事業参加者」という。）の過半数が次に掲げる市が行う検診又は健康診査（以下

「検診等」という。）を受診したもの 補助対象経費の実支出額（旅費にあっては、

実支出額又は弘前市職員等の旅費に関する条例（平成１８年弘前市条例第４６号）

の適用を受ける弘前市職員等の例により計算した額のいずれか少ない額とする。以

下同じ。）の合計額の３分の２に相当する額（当該相当する額に１，０００円未満

の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）又は１００，０００円のいずれか

少ない額 

ア 胃がん検診（胃がん内視鏡検診を含む。） 

イ 大腸がん検診 

ウ 肺がん検診 

エ 子宮がん検診（女性に限る。） 

オ 乳がん検診（女性に限る。） 



カ 結核検診 

キ 骨密度検診（女性に限る。） 

ク 肝炎ウイルス検診 

ケ 胃がんリスク検診 

コ 成人歯科健康診査 

サ ２０・３０代健康診査 

シ 国民健康保険特定健康診査 

ス 国民健康保険人間ドック 

セ 国民健康保険脳ドック 

ソ 後期高齢者健康診査 

タ 後期高齢者歯科健康診査 

(2) 前号以外のもの 第２条第７号アからエまでに掲げる補助事業ごとに補助対象経

費の実支出額の合計額の２分の１に相当する額（当該相当する額に１，０００円未

満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）又は１００，０００円のいずれ

か少ない額 

（交付申請） 

第５条 規則第３条の補助金等交付申請書は、令和７年度弘前市持続可能な農業経営確立事

業費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 組織及び運営に関する規約又は会則の写し（農業者団体が申請する場合に限る。次号

において同じ。規約又は会則がない場合にあっては、組織概要調書（様式第４号）。） 

(4) 構成員名簿（様式第５号） 

(5) 定款及び商業登記に関する現在事項証明書の写し（法人が認定農業者又は認定新規就

農者として申請する場合に限る。） 

(6) 導入予定の営農支援ソフトの名称、メーカー及び導入予定価格が分かる書類の写し

（営農支援ソフトの導入を実施する場合に限る。） 

(7) 農業経営を開始した日を証明するものの写し（販路開拓事業について申請する場合の

農業者団体に属する新規就農者分に限る。） 

３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

４ 第１項の申請書の受付は、先着順とする。 

５ 第１項の申請書の提出期限は、補助事業を実施しようとする日の前日から起算して１４

日前までとする。ただし、申請を受けた補助金の交付決定額が令和７年度の予算に達した

時点で受付を終了するものとする。 

６ 第１項の申請書を提出する場合に当たっては、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年

法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて



得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時

において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りでない。 

 （交付の条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第５条の規定

により付された条件とする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ令和

７年度弘前市持続可能な農業経営確立事業費補助金事業変更承認申請書（様式第６号）

を市長に提出して、その承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限り

でない。 

(2) 補助事業を行うために物品（営農支援ソフトを除く。）を購入する場合は、市内業者

（市内に本店を有するものに限る。以下同じ。）に発注するものとする。 

(3) 前号の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、市内業者

に発注しないことができる。この場合において、補助事業者は、あらかじめ市長に理由

書（様式第７号）を提出しなければならない。 

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ令和７年度弘前市持続可能な農

業経営確立事業費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第８号）を市長に提出して、

その承認を受けること。 

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、

速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(6) 補助事業により導入した営農支援ソフト及び構築したウェブサイト等について、導入

した日から５年を経過するまでは、補助金の交付の目的に従って使用すること。 

 （交付決定） 

第７条 規則第６条の補助金等交付決定通知書は、令和７年度弘前市持続可能な農業経営確

立事業費補助金交付決定通知書（様式第９号）とする。 

 （申請の取下げ） 

第８条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日として市長が

定める日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日の翌日から起算して１４日を経過

した日とする。 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条の補助事業等実績報告書は、令和７年度弘前市持続可能な農業経営確

立事業費補助金事業完了（廃止）実績報告書（様式第１０号）とする。 

２ 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業実績書（様式第１１号） 

(2) 収支決算書（様式第１２号） 

(3) 領収証、受領証等支払を証明する書類の写し 

(4) 補助事業の実施状況がわかる写真又は資料の写し 

(5) 令和７年度中に研修会等事業参加者の過半数が検診等を受けた場合にあっては、その

事実を証明する書類の写し 



(6) 求人情報発信事業のうち求人情報の掲載を実施した場合にあっては、掲載した求人情

報における雇用期間が分かる書類の写し 

３ 市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

４ 第１項の報告書の提出期限は、補助事業が完了した日（第６条第４号の規定により補助

事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日）の翌日から起算して３０日を経

過した日又は令和８年３月３１日のいずれか早い日とする。 

５ 第１項の報告書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 （補助金の額の確定通知） 

第１０条 規則第１３条の補助金等交付額確定通知書は、令和７年度弘前市持続可能な農業

経営確立事業費補助金交付額確定通知書（様式第１３号）とする。 

（財産の管理及び処分） 

第１１条 補助事業者は、補助事業により取得した営農支援ソフトについての保管状況につ

いての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 規則第２０条ただし書の市長が定める期間は営農支援ソフトを導入した日から５年を経

過するまでの期間とする。 

（補助金の請求等） 

第１２条 補助金の請求は、令和７年度弘前市持続可能な農業経営確立事業費補助金請求書

（様式第１４号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 補助金は、前項の請求書が提出された日から起算して３０日以内に口座振込により交付

する。 

３ 補助金は、概算払により交付することができる。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行し、令和７年度の補助事業について適用する。 



別表（第３条関係） 

補助事業 補助事業者 補助対象経費 

研修会等事業 農業者団体（構成員

のうち、補助事業に

参加する農業者等が

５以上あるものに限

る。） 

 

謝金（当該補助事業者の役員及び職員等に対して

支払われるものを除く。） 

旅費（鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃） 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費 

手数料 

使用料及び賃借料 

経営高度化事業 

求人情報発信事業 

農業者団体（構成員

のうち、補助事業に

参加する農業者等が

５以上あるものに限

る。） 

認定農業者 

認定新規就農者 

謝金（当該補助事業者の役員及び職員等に対して

支払われるものを除く。） 

旅費（鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃） 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費 

手数料 

使用料及び賃借料 

営農支援ソフトの導入費（パッケージ版ソフトウ

ェア１本分の購入費、ダウンロード版ソフトウェ

ア１本分の購入費又は令和７年度中を期間とする

ライセンス１本分の購入費のいずれかの経費に限

り、既に所有しているソフトウェアのバージョン

アップに要する経費、補償料金等のオプションに

係る経費を除く。 

土壌診断に要する経費 

販路開拓事業 農業者団体（構成員

のうち、補助事業に

参加する農業者等が

３以上（当該農業者

等のうち新規就農者

が３分の２以上）あ

るものに限る。） 

旅費（鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃） 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費 

手数料 

使用料及び賃借料 

ウェブサイト等関連費（ウェブサイトや EC サイト

の開発、構築、運用に係る経費） 

 


